
南砺市立学校のあり方検討委員会 次第

日時：令和８年４月２４日（金）１９時００分

場所：南砺市役所 別館３階大ホール

１ 開会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）福光地域の学校統合の確認について 資料１

（２）市全体としての学校統合の方向性の確認について

資料２・資料３・資料４・資料５

４ 今後の検討委員会について

５ 副委員長挨拶
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資料１



提 言

第Ⅱ期南砺市立学校のあり方検討委員会から「南砺市立学校のあり方に関する提言」

がなされたことを受け、令和６年１０月に「福光地域学校統合検討委員会」を設置し

ました。

本委員会では、福光地域の３小学校・２中学校の現状等を踏まえた上で、各地域や

各種団体からの意見を聞き取りながら、福光地域における小学校及び中学校の統合の

方向性について協議してきました。

それぞれの地域に深く根差してきた学校の統合に対する考え方や思いは様々であ

り、それらを統一することは、非常に難しいものでした。しかしながら、本委員会で

は、今を生きる福光地域の子どもたちにとってより良い教育環境を追求することを第

一に考えてきました。

そのことを念頭に、計８回にわたる協議・検討を経て、本委員会からは「①統合の

時期」、「②統合後の学校数」及び「③統合校の校舎」について、次のとおり提言を取

りまとめるに至りました。

本提言に示した考え方を最大限に尊重し、学校を取り巻く環境も変化するなかでも、

未来を担う福光地域の子どもたちにより良い教育環境を整備し、より一層充実した教

育が実施できるようになることを願い、ここに提言します。

令和８年３月１８日

福光地域学校統合検討委員会

委 員 長 齋 藤 史 朗

副委員長 得 能 金 市

#
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記

【１ 統合の時期】

小学校・中学校ともに令和１０年４月１日に統合する。

（決定理由）

・小学校は、子どもの教育環境や、福光南部小学校で複式学級が編制される見込

みを考慮し、令和１０年４月１日に３校一斉に統合する。中学校は、統合が差

し迫った課題であることを踏まえ、最短で統合が可能である時期として、令和

１０年４月１日とした。

【２ 統合後の学校数】

小学校１校・中学校１校とする。

（決定理由）

・小学校、中学校ともに、通学対策を充実させることを前提に、子どもたちが多

様な人間関係や活動機会のなかで学んで成長することが大切であり、そのため

には、地域全体でそれぞれ１校に統合することが最適である。

【３ 統合校の校舎】

統合小学校の校舎は、現在の「福光中部小学校」の校舎とする。

統合中学校の校舎は、現在の「吉江中学校」の校舎とする。

（全般）

・従来の校区を考慮し、かつ、福光地域全体で子どもを育てるという観点から、

現在の福光中学校区、吉江中学校区に１校ずつ配置する。

（福光中部小学校の選定理由）

・長寿命化工事やグラウンド改修工事を終えてから日が浅く、校舎や設備が比較

的新しい。また、通常学級や特別支援学級の教室確保に余裕がある。

（吉江中学校の選定理由）

・公共交通でのアクセスが良く、特認校制度等の他地域からの通学も容易である。

また、学校施設はコンパクトで、維持管理を行いやすい。

#
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【福光地域学校統合検討委員会 検討過程】

令和６年１０月 ４日 福光地域学校統合検討委員会を設置

第１回委員会

・統合を進める方針を確認

・今後の進め方として、「統合の方法」、「統合校の校

舎」、「統合時期」の順に、三段階で検討する方針を

確認

１２月 ２日 第２回委員会

・事務局から、学校統合案として３パターンを提示

令和７年 １月２３日 福光東部小学校区で「学校統合検討案説明会」の開催

１月２４日 福光中部小学校区で「学校統合検討案説明会」の開催

１月２５日 福光南部小学校区で「学校統合検討案説明会」の開催

３月２６日 第３回委員会

・学校統合のパターンを、「小学校１校・中学校１校」

と「小学校２校・中学校１校」の２案に絞って検討

を進めることを確認

・検討する順番を「統合時期」、「学校数」、「使用する

校舎の決定」の順に変更することを確認

６月１７日 第４回委員会

・小学校、中学校ともに、統合時期を令和１０年４月

１日とすることで合意

８月 ６日 第５回委員会

・統合後の学校数は、小学校、中学校ともに１校ずつ

とすることで合意

１０月１４日 第６回委員会

・福光南部小学校の統合時期は、令和１０年４月１日

とすることを確認

・統合校の使用する校舎について協議

１１月１０日 第７回委員会

・統合小学校の校舎は福光中部小学校、統合中学校の

校舎は吉江中学校のものを使用する方向で進めてい

くことを確認

令和８年 １月２３日 第８回委員会

・統合小学校の校舎は福光中部小学校、統合中学校の

校舎は吉江中学校のものを使用することで合意

・提言書の内容について協議

・「設置協議会」の設置の方向性について意見交換

３月１８日 南砺市立学校のあり方に関する提言書を提出

#
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【福光地域学校統合検討委員会 委員】

令和８年３月

委 員 長 齋藤 史朗 学識経験者（元富山県西部教育事務所長）

副委員長 得能 金市 福光東部小学校教育後援会 会長

委 員 北島 清 福光中部小学校教育後援会 会長

高瀬 須美夫 福光南部小学校教育後援会 副会長

中田 健一 福光中部小学校ＰＴＡ 会長

上野 幸生 福光南部小学校育成会 会長

渡辺 史男 福光東部小学校育友会 会長

高田 寧 福光中学校ＰＴＡ 会長

天池 哲忠 吉江中学校ＰＴＡ 会長

嶋 潤之介 福光どんぐり保育園父母の会 副会長

吉野 弥生 福光南部あおぞら保育園父母会 会長

幅田 向志 福光東部かがやき保育園父母の会 会長

幅田 智恵 福光青葉幼稚園保護者会 書記

片岸 梨香 喜志麻保育園父母の会 会計

戸成 博宣 福光地域地域づくり協議会 会長

船藤 幸輔 南砺市商工会福光支部青年部

舘 英二 福光スポーツ協会 顧問

坂本 博昭 南砺市文化協会福光支部 事務局長

久惠 文子 南砺市主任児童委員

酒井 由美子 福光中部小学校 校長

水口 賢 吉江中学校 校長

谷村 恵子 福光どんぐり保育園 園長
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南砺市立学校のあり方検討委員会 
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資料２



提  言 

 第Ⅰ期南砺市立学校のあり方検討委員会（令和２年度設置）においては、児童・生

徒数の減少によって生じる様々な課題解決や、行財政改革・公共施設再編による経費

の削減に対応するための方向性が示され、概ね５年ごとに南砺市立学校のあり方検討

委員会を定期的に開催し、児童・生徒数の動向を踏まえて柔軟に対応していくことと

しました。 

しかしながら、少子化が予測以上に加速し、学校を取り巻く環境も変化してきてい

ることなどから、第Ⅱ期南砺市立学校のあり方検討委員会の設置を２年間前倒しし、

令和４年 10 月から協議を開始しました。 

 現在の教育環境を生かしながら、地域（城端、平・上平、利賀、井波、井口、福野、

福光の７地域）を基盤とした小中一貫教育を推進していくという第Ⅰ期の提言を基点

にした具体的な提案に対して、委員からは小学校の機能は各地域に残すという意見で

一致しました。一方、中学校については多様な意見がありました。 

 それらの多様な意見をほぼ取り入れることができる方法として、各地域の児童生徒

数の変化を示しながら、地域毎に時期を定めて協議を開始するという手法は、今後の

予測不可能な問題に対しても柔軟に対応できる方法であるとして、ご理解を得ること

ができました。 

学校の統合については、今すぐに結論を出すのではなく、選択が本当に必要となっ

たときに、より当事者に近い世代の方々に決めていただくことがよいと考えます。今

後のコミュニティ・スクール化も見据えて、保護者や児童生徒の声にも耳を傾けなが

ら、一層充実した学校教育が展開されることを期待し、次のとおり提言します。 
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記 

 

【１ 学校のあり方の基本的な考え方】 

① 現在の教育環境をできるだけ維持しながら、児童生徒数の減少に伴い、市立

学校を統合していく方向とする。 

  ただし、小学校の機能は７地域にそれぞれ残す。 

② 学校の統合については、次の２つの方法を選択できるようにする。 

・同一校区内での小学校と中学校を統合し、義務教育学校とする。 

・小学校を残し、中学校については、隣接する校区の中学校と統合する。 

  

【２ 学校統合の検討方法・時期】 

① 地域ごとの学校統合を協議する組織として、『地域学校統合検討委員会』を

設置する。 

② 協議を開始する時期については、校舎に収容できる人数を考慮しながら、中

学校に単級が断続的に生じる５年前を目途とする。ただし、地域が協議を開始

する時期の前倒しを望む場合はこの限りではない。 

 なお、福光地域においては、協議をすみやかに開始する。 

③ 地域での協議において、隣接する中学校と統合する方向となった場合は、地

域をまたぐ合同での協議を開始する。 

④ 統合に関する意見がまとまった場合は、『南砺市立学校のあり方検討委員会』

をそのつど設置し、市全体としての方向性を確認する。 

⑤ 学校統合の方向性を確認する必要がない場合においても、概ね５年毎に『南

砺市立学校のあり方検討委員会』を設置する。 

また、将来的な人口減少、校舎の老朽化に伴い、学校を新築する必要性が出

てきた場合においても、市全体としての統合を見据えた『南砺市立学校のあり

方検討委員会』を設置する。 

※ 年次計画は、別紙「南砺市立学校のあり方これからの見通し」を参照 

 

 令和６年１月２２日 

南砺市立学校のあり方検討委員会 

委 員 長  松 山 友 之  
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福光地域の学校統合に関する意見がまとまったため、
下記④に基づき、今回、南砺市立学校のあり方検討委員会を
開催するものです。



R4～R5　

R6

R10

R22頃

福野 福野地域学校
統合検討委員会
設置

市全体での統
合を協議

※第Ⅱ期南砺市立学校のあ
り方検討委員会の検討が終
わる翌年に、学校統合検討
委員会を設置する。

※単級が複数年に渡って生
じる５年前を目途に、学校
統合検討委員会設置の時期
を確認する準備委員会を開
催する。

城端

R10

城端地域学校
統合検討委員会
設置の検討

城端中学校に単級

井波 井波地域学校
統合検討委員会
設置の検討

福光

R6 R11

福光地域学校
統合検討委員会
設置

福光南部小学校に
複式学級

平・
上平

R6.2予定 R7以降

平・上平地域義
務教育学校
設置協議会設置

平・上平地域義務
教育学校開校

利賀

R4.9 R6.4

利賀地域義務教
育学校
設置協議会設置

利賀学舎開校

R15

井波中学校に単級

R27頃

福野中学校改築の
検討時期

南砺市立学校のあり方これからの見通し

年次 ＜５年毎または地域の検討委員会に合わせて設置＞

市全体
の動き

第Ⅱ期南砺市立
学校のあり方検
討委員会

南砺市立学校のあり方検討委員会

地
域
の
動
き

井口

H30.1 R3.4

井口地域義務教
育学校
設置協議会設置

南砺つばき学舎
開校

南砺市の学校施設の多くは新しい ⇒ 当面は新築を行わない

（統合又は義務教育学校化は現在の学校施設を利用）

隣接する中学校と統

合する方向となった

場合に合同開催

順次コミュニティ・スクール化
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【南砺市立学校のあり方に関する検討過程】 

  

令和４年１０月 ７日   第Ⅱ期南砺市立学校のあり方検討委員会設置  

第１回委員会 

       ・第Ⅰ期学校のあり方に関する提言書を確認 

・部活動のあり方に関する提言書の確認 

     １１月２４日   第２回委員会 

・部活動地域移行の国の動き、市の進捗状況報告 

・第Ⅰ期の提言書を基点とした案の提示 

令和５年 １月２０日   第３回委員会  

・地域毎のグループワークにより委員同士の情報交

換、考えの共有 

      ３月 ９日   第４回委員会  

・南砺市全体の学校の方向性について、各委員の考え

を発表 

      ４月２６日   第５回委員会 

・第Ⅱ期検討委員会としての方向性を全体で協議 

     ６月２９日   第６回委員会 

・これまでの委員会での協議をもとに論点を整理 

     ９月１９日   第７回委員会 

・特認校制度導入の経緯を説明 

・中学校部活動改革の進捗をリーフレット①で報告 

・第Ⅱ期検討委員会としての提言書（案）を提示、各

委員からの意見聴取 

    １２月１３日   第８回委員会 

・中学校部活動改革の進捗をリーフレット②で報告 

・部活動改革は学校のあり方の方向性に左右されない

ことを説明 

・修正した提言書（案）を提示、方向性についての異

議は無く、今後の修正は委員長一任 

令和６年 １月２２日  南砺市立学校のあり方に関する提言書を提出  
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【南砺市立学校のあり方検討委員会 委員】 

 

 令和５年１２月 

 

委 員 長   松山 友之   学識経験者（富山国際大学准教授）  

副委員長   齋藤 史朗   学識経験者（元富山県西部教育事務所長） 

委   員  税光 詩子   学識経験者（元南砺市教育委員） 

   曲師 政隆   南砺市小学校長会長  

藤井 一哉   南砺市中学校長会長  

谷戸 仁美   南砺市保育園長会長 

唐嶋 田鶴子 幼稚園代表 

大西 正起  南砺市ＰＴＡ連絡協議会代表 

野村 雄亮   城端地域ＰＴＡ代表  

浦田 謙太郎  平地域ＰＴＡ代表  

南田 哲幸   利賀地域ＰＴＡ代表  

酒井 堅信   上平地域ＰＴＡ代表 

山﨑 賢治   井波地域ＰＴＡ代表  

金道 真一  井口地域ＰＴＡ代表  

橋爪 央樹   福野地域ＰＴＡ代表  

山田 剛   福光地域ＰＴＡ代表  

松本 久介  城端地域づくり協議会代表 

井渕 信雄  平地域づくり協議会代表 

鉢蝋 圭伸  上平地域づくり協議会代表 

野原 宏史  利賀地域づくり協議会代表 

冨田 利通  井波地域づくり協議会代表 

東 康紀   井口地域づくり協議会代表 

伊豆 多都子 福野地域づくり協議会代表 

戸成 博宣  福光地域づくり協議会代表 

大河原 晴子 公募委員 

近川 利行  公募委員 

江川 由貴子 公募委員 

石﨑 里果  公募委員 

井上 明世  公募委員 

堀 勉    公募委員 
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・７地域に学校が存続しており、地域に根差した特色ある教育活動を展開している。

・各校１クラス〜４クラスの規模であり、一クラス当たりの児童生徒数は、全 108 ク
ラス中 65 クラスが 25 人以下学級となっており、児童生徒一人ひとりに目が行き届
やすい環境となっている。

・南砺市内の学校施設の多くは比較的新しく、児童生徒はグラウンドや体育館、オー
プンスペースを広く利用し、のびのびと学習活動を展開している。

・複式学級が生ずる又は生ずる見込みの井口、利賀、五箇山地域については、義務教
育学校のよさを生かし、必要な教員数を配置しているため、本来、複式（例えば、
３年・4 年同時に一人の先生が算数を教える。）で授業をすべきところ、国語、社会、
算数、理科の主要４教科全てで単式で授業を行うことができており、児童の思考を
重視した学習が展開されている。

・学校部活動と地域クラブが連携するなかで、どの活動も各中学校の体育館やグラウ
ンドをのびのびと使って活動を展開している。

・特認校制度を設け、居住地の校区の学校だけでなく、自らが望む教育環境を選択で
きるようになっている。なお、特認校制度を用いた児童生徒は、毎年約 20 名となっ
ている。地域部活動の送迎については、まだ課題があり、現在その対応を検討して
いるところである。

①小学校

・７地域にそれぞれ残す。
②中学校

・中学校に単級が断続的に生ずる５年前を目途に、地域ごとに学校統合を協議
③年次計画

・「資料２」４ページに記載のとおり
・福野中学校の改築の時期を見据えて、市全体での統合を協議

南砺市全体としての学校統合の方向性の確認について

１ 現在の市全体としての方向性

「南砺市立学校のあり方に関する提言書」（令和６年１月２２日提出）に基づく方向性
は、以下のとおりでした。（資料２を参照）

２ 南砺市の教育環境の現況

上記の方向性に基づき、各学校では、以下のような教育を展開しています。

資料３
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【検討案】

・以上を踏まえると、現在の状況は、「南砺市立学校のあり方に関する提言書」が提出

された当時から想定していたものであり、今の教育環境も良好であることから、今後

も「南砺市立学校のあり方に関する提言書」の方針を維持する方向で進めたい。

・ただし、旧町部の子どもの数が複式学級が編制される程度まで減少するなど、今後の

教育活動に支障をきたす場合もあるので、引き続き子どもの数の変化を注視しなが

ら、次回以降（５年以内）の開催のつど、市全体の方向性を確認していく。

【ポイント】

子どもの人数は減少は顕著であるが、義務教育学校を設置している３地域を除き、

小学校・中学校ともに、複式学級が編制されない規模の人数は維持できている。

→城端地域、井波地域、福光地域は、単級が発生する見込みはある（又は現に単級

が発生している）が、複式学級になる見込みは、今のところない。

３ 子どもの人数について

令和８年４月１日時点の０歳〜中学３年の人数は、資料４のとおり

４ 市全体の方向性の検討について

【論 点】

①子どもの人数の減少は、予想以上に進んでいるが、旧町部は複式学級が編制されない人
数は維持できている。
→「南砺市立学校のあり方に関する提言書」が提出された当時（令和６年１月）からは、

想定内である。

②児童生徒一人ひとりに目が行き届やすい環境となっており、学校施設を広くのびのび
と利用できる環境となっている。また、この現状の環境は、少なくとも福野中学校の改
築時期まで維持できる。
→旧町部の小・中学校に関しては、複式学級は発生しておらず、教育環境としては望ま

しい状態となっていると考えられる。

③仮に、今後１０年に市全体の統合校を設置する場合、全校で１６〜２４クラス規模の学
校を整備することとなる。
→整備後短期間のうちに、空き教室が多くできる可能性がある。また、グラウンド、体

育館等を多くの人数で利用することになり、現状ほど広く利用できず、よりよい教育
効果が望めない。

なお、今回の方向性に変更がなければ、「城端地域学校のあり方検討委員会」を直ちに
再開する。
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員 …9クラス …8クラス …7クラス

…6クラス …5クラス

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 151 163 186 231 231 249 241 294 295 297 328 337 348 334 336
R9 151 163 186 231 231 249 241 294 295 297 328 337 348 334
R10 151 163 186 231 231 249 241 294 295 297 328 337 348
R11 151 163 186 231 231 249 241 294 295 297 328 337
R12 151 163 186 231 231 249 241 294 295 297 328
R13 151 163 186 231 231 249 241 294 295 297
R14 151 163 186 231 231 249 241 294 295
R15 151 163 186 231 231 249 241 294
R16 151 163 186 231 231 249 241
R17 151 163 186 231 231 249
R18 151 163 186 231 231
R19 151 163 186 231
R20 151 163 186
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で南砺市立学校に在籍している児童生徒数

南砺市全体

1
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員 …9クラス …8クラス …7クラス

…6クラス …5クラス

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 146 161 180 227 222 240 233 287 286 287 320 321 335 320 326
R9 146 161 180 227 222 240 233 287 286 287 320 321 335 320
R10 146 161 180 227 222 240 233 287 286 287 320 321 335
R11 146 161 180 227 222 240 233 287 286 287 320 321
R12 146 161 180 227 222 240 233 287 286 287 320
R13 146 161 180 227 222 240 233 287 286 287
R14 146 161 180 227 222 240 233 287 286
R15 146 161 180 227 222 240 233 287
R16 146 161 180 227 222 240 233
R17 146 161 180 227 222 240
R18 146 161 180 227 222
R19 146 161 180 227
R20 146 161 180
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で南砺市立学校に在籍している児童生徒数

【参考】南砺市平野部（城端・井波・福野・福光・井口）
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 5 2 6 4 9 9 8 7 9 10 8 16 13 14 10
R9 5 2 6 4 9 9 8 7 9 10 8 16 13 14
R10 5 2 6 4 9 9 8 7 9 10 8 16 13
R11 5 2 6 4 9 9 8 7 9 10 8 16
R12 5 2 6 4 9 9 8 7 9 10 8
R13 5 2 6 4 9 9 8 7 9 10
R14 5 2 6 4 9 9 8 7 9
R15 5 2 6 4 9 9 8 7
R16 5 2 6 4 9 9 8
R17 5 2 6 4 9 9
R18 5 2 6 4 9
R19 5 2 6 4
R20 5 2 6
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で南砺市立学校に在籍している児童生徒数

【参考】南砺市山間部（平・上平・利賀）

3



南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員 白 …2クラス …単級

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 18 22 19 23 34 32 33 43 43 33 41 46 49 55 52
R9 18 22 19 23 34 32 33 43 43 33 41 46 49 55
R10 18 22 19 23 34 32 33 43 43 33 41 46 49
R11 18 22 19 23 34 32 33 43 43 33 41 46
R12 18 22 19 23 34 32 33 43 43 33 41
R13 18 22 19 23 34 32 33 43 43 33
R14 18 22 19 23 34 32 33 43 43
R15 18 22 19 23 34 32 33 43
R16 18 22 19 23 34 32 33
R17 18 22 19 23 34 32
R18 18 22 19 23 34
R19 18 22 19 23
R20 18 22 19
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で城端地域の学校に在籍している児童生徒数

城端地域
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員 白 …2クラス …単級

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 22 36 33 44 45 38 38 50 50 44 54 59 46 39 50
R9 22 36 33 44 45 38 38 50 50 44 54 59 46 39
R10 22 36 33 44 45 38 38 50 50 44 54 59 46
R11 22 36 33 44 45 38 38 50 50 44 54 59
R12 22 36 33 44 45 38 38 50 50 44 54
R13 22 36 33 44 45 38 38 50 50 44
R14 22 36 33 44 45 38 38 50 50
R15 22 36 33 44 45 38 38 50
R16 22 36 33 44 45 38 38
R17 22 36 33 44 45 38
R18 22 36 33 44 45
R19 22 36 33 44
R20 22 36 33
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で井波地域の学校に在籍している児童生徒数

井波地域
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員 …4クラス …3クラス 白 …2クラス

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 70 54 73 79 78 85 85 96 97 98 104 105 114 105 100
R9 70 54 73 79 78 85 85 96 97 98 104 105 114 105
R10 70 54 73 79 78 85 85 96 97 98 104 105 114
R11 70 54 73 79 78 85 85 96 97 98 104 105
R12 70 54 73 79 78 85 85 96 97 98 104
R13 70 54 73 79 78 85 85 96 97 98
R14 70 54 73 79 78 85 85 96 97
R15 70 54 73 79 78 85 85 96
R16 70 54 73 79 78 85 85
R17 70 54 73 79 78 85
R18 70 54 73 79 78
R19 70 54 73 79
R20 70 54 73
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で福野地域の学校に在籍している児童生徒数

福野地域

6



南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員 …4クラス …3クラス 白 …2クラス

…単級

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 34 46 53 77 63 76 70 90 86 106 109 100 116 111 110
R9 34 46 53 77 63 76 70 90 86 106 109 100 116 111
R10 34 46 53 77 63 76 70 90 86 106 109 100 116
R11 34 46 53 77 63 76 70 90 86 106 109 100
R12 34 46 53 77 63 76 70 90 86 106 109
R13 34 46 53 77 63 76 70 90 86 106
R14 34 46 53 77 63 76 70 90 86
R15 34 46 53 77 63 76 70 90
R16 34 46 53 77 63 76 70
R17 34 46 53 77 63 76
R18 34 46 53 77 63
R19 34 46 53 77
R20 34 46 53
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で福光地域の学校に在籍している児童生徒数

福光地域
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 2 3 2 4 2 9 7 8 10 6 12 11 10 10 14
R9 2 3 2 4 2 9 7 8 10 6 12 11 10 10
R10 2 3 2 4 2 9 7 8 10 6 12 11 10
R11 2 3 2 4 2 9 7 8 10 6 12 11
R12 2 3 2 4 2 9 7 8 10 6 12
R13 2 3 2 4 2 9 7 8 10 6
R14 2 3 2 4 2 9 7 8 10
R15 2 3 2 4 2 9 7 8
R16 2 3 2 4 2 9 7
R17 2 3 2 4 2 9
R18 2 3 2 4 2
R19 2 3 2 4
R20 2 3 2
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で南砺つばき学舎に在籍している児童生徒数

井口地域
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 5 1 5 3 6 7 5 3 7 10 4 11 10 10 6
R9 5 1 5 3 6 7 5 3 7 10 4 11 10 10
R10 5 1 5 3 6 7 5 3 7 10 4 11 10
R11 5 1 5 3 6 7 5 3 7 10 4 11
R12 5 1 5 3 6 7 5 3 7 10 4
R13 5 1 5 3 6 7 5 3 7 10
R14 5 1 5 3 6 7 5 3 7
R15 5 1 5 3 6 7 5 3
R16 5 1 5 3 6 7 5
R17 5 1 5 3 6 7
R18 5 1 5 3 6
R19 5 1 5 3
R20 5 1 5
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で五箇山学舎に在籍している児童生徒数

五箇山地域（平・上平）
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南砺市立学校 学級数の見通し
学級編制基準 小学校 ３５名定員
（富山県） 中学校 ３５名定員

年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
R8 0 1 1 1 3 2 3 4 2 0 4 5 3 4 4
R9 0 1 1 1 3 2 3 4 2 0 4 5 3 4
R10 0 1 1 1 3 2 3 4 2 0 4 5 3
R11 0 1 1 1 3 2 3 4 2 0 4 5
R12 0 1 1 1 3 2 3 4 2 0 4
R13 0 1 1 1 3 2 3 4 2 0
R14 0 1 1 1 3 2 3 4 2
R15 0 1 1 1 3 2 3 4
R16 0 1 1 1 3 2 3
R17 0 1 1 1 3 2
R18 0 1 1 1 3
R19 0 1 1 1
R20 0 1 1
【注意】
・0才〜5才は、R8.4.1時点の住民基本台帳に基づく人数
・6才〜14才はR8.4.1時点で利賀学舎に在籍している児童生徒数

利賀地域
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